
神戸西労働基準監督署

R5.11.27現在主な令和５年度労働条件等関係助成金一覧中小事業主の
皆さまへ

助成金名称 助成対象 申請期限 問合先・申請先

業務改善助成金
（通常コース）

事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合

R6.1.31 【問合せ先】
業務改善助成金：
業務改善助成金コー
ルセンター

☎0120-366-440

働き方改革推進支援
助成金：
兵庫労働局雇用環
境・均等部企画課

☎078-367-0700

【申請先】
兵庫労働局雇用環
境・均等部企画課
〒650-0044
神戸市中央区東川崎
町１丁目１－３
クリスタルタワー
15F
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労働時間短縮・
年休促進支援
コース

労働時間縮減や有給休暇取得促進に向けた環境
整備に取り組み、労働能率向上の設備投資等を
行った場合

R5.12.28

労働時間適正管
理推進コース

労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に
取り組み、労働能率向上のための設備投資等を
行った場合

R5.12.28

勤務間インター
バル導入コース

勤務間インターバルを導入し、労働能率向上の
ための設備投資等を行った場合

R5.12.28

団体推進コース 中小企業事業主の団体や事業主団体等が、その
傘下の事業主のうち、構成事業主の労働者の労
働条件改善のために、時間外労働の削減や賃金
引上げに向けた取組を実施した場合

R5.12.28

適用猶予業種等
対応コース

【建設業】労働時間削減や週休2日制の推進に向
けた環境整備に取り組み、労働能率向上の設備
投資等を行った場合
【運送業】労働時間削減や勤務間インターバル
制度の導入に向けた環境整備に取り組み、労働
能率向上の設備投資等を行った場合
【医師等】労働時間削減や勤務間インターバル
制度の導入、医師の働き方改革の推進に向けた
環境整備に取り組み、労働能率向上の設備投資
等を行った場合

R5.12.28

高度安全機械等導入
支援補助金

建設業許可事業主に対し、車両系建設機械（積
載型トラッククレーン、油圧ショベル等）に高
度な安全装置を取り付ける費用の一部を助成

WEB登録期
間：R6.1.24

建設業労働災害防止
協会

☎03-6275-1085

受動喫煙防止対策助
成金

健康増進法で定める既存特定飲食提供施設が、
職場での受動喫煙防止対策に取り組む場合に費
用の一部を助成

R6.1.31 兵庫労働局労働基準
部健康課

☎078-367-9153

団体経由産業保健活
動推進助成金

事業主団体が傘下中小企業に対して、医師等に
よる健診結果の意見聴取やストレスチェック後
の職場環境改善支援等のサービスを提供するた
め産業医等と契約した場合に費用の一部を助成

R5.12.28 労働者健康安全機構
☎0570-783046

受動喫煙防止対策助成
金

健康増進法で定める既存特定飲食提供施設が、職場で
の受動喫煙防止対策に取り組む際に費用の一部を助成

R6.1.31 兵庫労働局労働基準部
健康課☎078-367-9153

※本紙は複数ある助成金を１枚に見やすくするために作成したものですので、詳細はリーフレットを参照願います。
※助成金は国の予算額に制約されるため、上記申請期限より以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。
※助成金の不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります。
※令和５年度エイジフレンドリー補助金は、申請期日であるR5.11.20を以て終了いたしました。
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パート・アルバイトの方々には、年収が106万円以上になると、厚生年金や健康保険の保険料支払いにより手
取り収入が減ってしまうため、勤務時間の調整をしてしまう方がいらっしゃいます（いわゆる「年収の壁」）。
このういった方々が「年収の壁」を意識せずに安心して働ける環境づくりを後押しするため、厚生労働省では以
下の助成金を新設しました。人材不足に悩む事業主様はぜひご検討ください（本助成金は大企業も対象です）。

助成金名称 助成対象 問合先・申請先

キャリアアップ助成
金（社会保険適用時
処遇改善コース）

労働者の収入を増加させる取組（社会保険を適用させる場合に
別途手当を支給、所定労働時間を延長する等）を行った事業主
に１人あたり最大50万円支給。なお、取組に当たっては、キャ
リアアップ計画書を事前に提出する必要があります。

兵庫労働局ハロー
ワーク助成金デスク

☎078-221-5440
新設

▼上記以外にも以下のような助成金があります▼


